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次

　
　
　
　

条　
　
　

例

○
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

三

○
山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

四

○
山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

五

○
山
梨
県
医
師
修
学
資
金
及
び
医
師
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

五

○
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学

	

六

　

校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

七

○
山
梨
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

七

○
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

七

○
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
を
改

	

七

　

正
す
る
条
例

○
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
を

	

八

　

改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例	

八

　
　
　
　
　
　

条
例
の
あ
ら
ま
し

○　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
八
号
）
（
人
事
課
）

1
	　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
る
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

　

㈠	　

期
末
・
勤
勉
手
当
及
び
退
職
手
当
の
支
給
対
象
者
、
支
給
額
等
に
関
す
る
規
定
か
ら
、
地
方
公

務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
に
よ
り
失
職
し
た
場
合
を
削
除

す
る
。

　

㈡　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
九
号
）
（
建
築
住
宅
課
）

1
	　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
及
び
変
更
認
定
の
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
複
数

の
建
築
物
に
係
る
認
定
の
申
請
を
行
う
場
合
の
手
数
料
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

2
		　

こ
の
条
例
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
号
）
（
警
察
本
部
運
転

免
許
課
）

1
	　

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠	　

大
型
、
中
型
及
び
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
運
転
免
許
試
験
手
数
料
に
つ
い
て
、
運
転
免
許

を
失
効
し
た
場
合
で
、
公
安
委
員
会
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情
が
あ
っ
た
と
き
の
額
を
定

め
る
。

　

㈡	　

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証
交
付
手
数
料
に
つ
い
て
、
運
転
免
許

を
失
効
し
た
場
合
で
、
公
安
委
員
会
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情
が
あ
っ
た
と
き
の
額
を
定

め
る
。

　

㈢　

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証
再
交
付
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
一
号
）
（
障
害
福

祉
課
）

1
	　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
制
定
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠	　

年
金
管
理
者
に
お
け
る
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
適
正
化
を
図

る
。

　

㈡　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
及
び
医
師
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

二
十
二
号
）
（
医
務
課
）

1
	　

県
内
に
お
け
る
医
師
の
確
保
の
一
層
の
促
進
を
図
る
た
め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠	　

医
師
修
学
資
金
及
び
研
修
資
金
の
返
還
に
当
た
っ
て
は
、
臨
床
研
修
を
開
始
し
た
日
等
か
ら
返

還
す
べ
き
理
由
が
生
じ
た
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
息
を
付
す
る
。

　

㈡　

第
二
種
医
師
修
学
資
金
の
返
還
免
除
の
要
件
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
見
直
し
を
行
う
。

　
　

⑴	　

県
外
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
、
県
内
病
院
が
実
施



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
九
号　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

二

す
る
臨
床
研
修
を
修
了
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。

　
　

⑵	　

専
門
研
修
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
、
県
内
病
院
が
実
施
す
る
専
門
研
修
を
修
了
す
る
こ
と
を

要
件
と
す
る
。

　

㈢　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及

び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
三
号
）
（
産
業
人
材
育
成
課
）

1　

本
県
産
業
の
発
展
に
資
す
る
優
れ
た
人
材
を
確
保
す
る
た
め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正

　
　

⑴	　

山
梨
県
立
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
の
入
校
料
を
、
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
に
追
加
す

る
。

　
　

⑵　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

　

㈡　

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正

　
　

⑴	　

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の
入
学
料
を
、
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
に
追
加
す

る
。

　
　

⑵　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
四

号
）
（
森
林
整
備
課
）

1
	　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
制
定
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠	　

土
砂
の
埋
立
て
等
の
許
可
に
お
け
る
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
に
つ
い
て

適
正
化
を
図
る
。

　

㈡　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
五
号
）
（
教
育
庁
高
校
改

革
・
特
別
支
援
教
育
課
）

1　

山
梨
県
立
青
洲し
ゅ
う高
等
学
校
を
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

二
十
六
号
）
（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）

1
	　

県
立
高
等
学
校
の
定
時
制
及
び
通
信
制
課
程
へ
の
修
学
を
支
援
す
る
た
め
、
授
業
料
の
一
部
に
自

己
負
担
が
生
じ
て
い
る
定
時
制
及
び
通
信
制
課
程
の
生
徒
に
つ
い
て
、
授
業
料
の
減
免
の
対
象
と
す

る
こ
と
と
し
た
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○�　

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
条
例
第
二
十
七
号
）
（
地
域
産
業
振
興
課
）

1
	　

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

　

㈠　

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
の
入
学
料
を
、
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
に
追
加
す
る
。

　

㈡　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
た
。

○�　

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
条
例
第
二
十
八
号
）
（
農
業
技
術
課
）

1
	　

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

　

㈠	　

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
の
入
学
料
を
、
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
に
追
加
す

る
。

　

㈡　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。

2
	　

こ
の
条
例
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
た
。

○　

山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
条
例
第
二
十
九
号
）
（
販
売
・
輸
出
支
援
室
）

1　

卸
売
市
場
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

2
	　

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
山
梨
県
卸
売
市
場
審
議
会
を
廃
止
す
る
こ

と
と
し
た
。

3
	　

こ
の
条
例
は
、
卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　

条　
　
　

例

　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
十
八
号

　
　
　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

二



山
梨
県
公
報
号
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十
九
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令
和
元
年
十
月
十
八
日

三

に
改
正
す
る
。

　

	　

第
三
十
一
条
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
失
職
し
」
を
削
る
。

　
　

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

　

	　

第
三
十
二
条
の
二
第
二
号
中
「（
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
失
職
し
た
職
員
を
除
く
。）」

を
削
る
。

　

	　

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

　

	　

第
三
十
四
条
第
五
項
中
「
定
が
」
を
「
定
め
が
」
に
、
「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
失
職
し
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
二
十
一
条
第
五
項
中
「
定
が
」
を
「
定
め
が
」
に
、「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、「
人
事
委
員
会
で
」
を
「
人
事
委
員
会
規
則
で
」
に
改
め
る
。

　

	　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第

二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を

削
る
。

　

	　

第
二
十
二
条
の
二
第
二
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
失
職
し
た
教
育
職
員
を
除

く
。
）
」
を
削
る
。

　

	　

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法

第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
若
し
く
は
失

職
し
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

三
条　

山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
二
十
九
条
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
失
職
し
」
を
削
る
。

　
　

第
三
十
条
第
三
項
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

　

	　

第
三
十
条
の
二
第
二
号
中
「
（
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
失
職
し
た
職
員
を
除
く
。
）
」

を
削
る
。

　

	　

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
失
職
し
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
若
し
く
は
失
職
し
」
を
削
る
。

　

	　

第
三
十
二
条
第
五
項
中
「
定
が
」
を
「
定
め
が
」
に
、
「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
中
「
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
失
職
し
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

四
条　

山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

　

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
十
九
号

　
　
　

山
梨
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
百
八
十
六
の
項
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

（
」
を
「
一
の
建
築
物
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

（
」
に
改
め
、
「
額
）
」
の
下
に
「
を
合
算
し
た
額
」
を
加
え
、
同
表
百
八
十
七
の
項
金
額
の
欄
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
一
の
建
築
物
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
金
額
を
合
算
し
た
額

イ	　

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
を
変
更
し
て
新
た
に
追
加
し
よ
う
と
す
る
建
築
物　

前

項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額

ロ	　

そ
の
他
の
建
築
物　

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
（
建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
第
二
項
の
表
床
面
積
の
合
計
の
欄
及
び
別
表
第
二
第
二
号
の
表
種
別
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
金
額
の
欄
に
定
め
る
金
額
を
加
え
た
額
）

　

⑴		　

申
請
に
併
せ
て
適
合
証
等
を
提
出
す
る
場
合　

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
金
額



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
九
号　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

四

　
　

㈠	　

一
戸
建
て
の
住
宅
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合　

百
八
十
六
の
項
の
イ
⑴
に
定
め
る
金
額
の
二

分
の
一
に
相
当
す
る
金
額

　
　

㈡	　

一
戸
建
て
の
住
宅
以
外
の
住
宅
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合　

百
八
十
六
の
項
の
イ
⑵
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
百
八
十
六
の
項
の
イ
⑵
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
金
額

　
　

㈢	　

住
宅
の
用
途
に
供
し
な
い
建
築
物
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合　

百
八
十
六
の
項
の
イ
⑶
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
百
八
十
六
の
項
の
イ
⑶
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
金
額

　
　

㈣	　

複
合
建
築
物
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合　

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
の
合
計
額

　
　
　

（イ）	　

住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分　

百
八
十
六
の
項
の
イ
⑷
㈠
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
金
額

　
　
　

（ロ）	　

（イ）
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分　

百
八
十
六
の
項
の
イ
⑷
㈡
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
金
額

　

⑵　

申
請
に
併
せ
て
適
合
証
等
を
提
出
し
な
い
場
合

　
　

㈠	　

一
戸
建
て
の
住
宅
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合　

百
八
十
六
の
項
の
ロ
⑴
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
百
八
十
六
の
項
の
ロ
⑴
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額

　
　

㈡	　

一
戸
建
て
の
住
宅
以
外
の
住
宅
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合　

百
八
十
六
の
項
の
ロ
⑵
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
百
八
十
六
の
項
の
ロ
⑵
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
金
額

　
　

㈢	　

住
宅
の
用
途
に
供
し
な
い
建
築
物
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合　

百
八
十
六
の
項
の
ロ
⑶
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
百
八
十
六
の
項
の
ロ
⑶
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
金
額

　
　

㈣	　

複
合
建
築
物
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合　

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
の
合
計
額

　
　
　

（イ）	　

住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分　

百
八
十
六
の
項
の
ロ
⑷
㈠
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
金
額

　
　
　

（ロ）	　

（イ）
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分　

百
八
十
六
の
項
の
ロ
⑷
㈡
に
定
め
る
金
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
金
額

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
号

　
　
　

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
第
六
の
十
一
の
項
中

を

千
九
百
円
（
政

二
第
六
号
に
掲

由
の
た
め
免
許

と
が
で
き
な
か

に
あ
っ
て
は
、

千
九
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免

許
に
係
る
免
許
証

令
第
三
十
三
条
の
六
の

げ
る
や
む
を
得
な
い
理

証
の
更
新
を
受
け
る
こ

っ
た
者
に
対
す
る
試
験

八
百
円
）

に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
中

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免

許
に
係
る
免
許
証
（
政
令
第
三
十
三
条

の
六
の
二
第
六
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得

な
い
理
由
の
た
め
免
許
証
の
更
新
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
で
、
法

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

場
合
を
除
く
。
）

二
千

後
段

転
免

運
転

の
種

交
付

千
五

免
許

二
千
五
十
円
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
、
一
の
種
類
の
運

転
免
許
に
係
る
免
許
証
に
他
の
種
類
の

」

「

「

「

「

」



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
九
号　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

五

運
転
免
許
に
係
る
事
項
を
記
載
し
て
そ

の
種
類
の
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証
の

交
付
に
代
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二

千
五
十
円
に
、
当
該
他
の
種
類
の
運
転

免
許
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
ご
と
に

二
百
円
を
加
え
た
額
）

を

二
百

第
一
種
運
転
免
許
又
は
第
二
種
運
転
免

許
に
係
る
免
許
証
（
政
令
第
三
十
三
条

の
六
の
二
第
六
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得

な
い
理
由
の
た
め
免
許
証
の
更
新
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
で
、
法

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該

当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

場
合
に
限
る
。
）

千
七

段
の

免
許

転
免

種
類

付
に

百
円

に
係

円
を

五
十
円
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
一
の
種
類
の
運

許
に
係
る
免
許
証
に
他
の
種
類
の

免
許
に
係
る
事
項
を
記
載
し
て
そ

類
の
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証
の

に
代
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二

十
円
に
、
当
該
他
の
種
類
の
運
転

に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
ご
と
に

円
を
加
え
た
額
）

百
円
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項
後

規
定
に
よ
り
、
一
の
種
類
の
運
転

に
係
る
免
許
証
に
他
の
種
類
の
運

許
に
係
る
事
項
を
記
載
し
て
そ
の

の
運
転
免
許
に
係
る
免
許
証
の
交

代
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
千
七

に
、
当
該
他
の
種
類
の
運
転
免
許

る
事
項
を
記
載
す
る
ご
と
に
二
百

加
え
た
額
）

に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
中
「
三
千
五
百
円
」
を
「
二
千
二
百

五
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
号
）
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号

　
　
　

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一	　

心
身
の
故
障
に
よ
り
年
金
の
受
領
及
び
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
規
則

で
定
め
る
も
の

　

二　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
及
び
医
師
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
二
号

　
　
　

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
及
び
医
師
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
及
び
医
師
研
修
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
次
号
」
を
「
、
次
号
及
び
第
八
条
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
受
け
た
者
で
県
内
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
も
の
が
、
当
該
大
学
」
を

「
受
け
た
者
が
、
大
学
」
に
改
め
、
「
実
施
す
る
臨
床
研
修
」
の
下
に
「
（
専
門
研
修
を
受
け
る
者
に

あ
っ
て
は
、
県
内
の
病
院
が
実
施
す
る
臨
床
研
修
及
び
専
門
研
修
）
」
を
、
「
臨
床
研
修
を
受
け
た
期

間
」
の
下
に
「
（
専
門
研
修
を
受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
県
内
の
特
定
公
立
病
院
等
に
お
い
て
臨
床
研

修
及
び
専
門
研
修
を
受
け
た
期
間
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、

」

」



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
九
号　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

六

第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
ま
で
に
」
の
下
に
「
、
第
一
種
医
師
修
学
資
金
又
は
第
二
種
医
師
修
学
資
金
に
あ
っ
て

は
臨
床
研
修
を
開
始
し
た
日
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
理
由
が
生
じ
た
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
第
三

種
医
師
修
学
資
金
に
あ
っ
て
は
貸
与
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
理
由
が
生
じ
た
日

ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
利
息
を
付
し
て
」
を
加
え
、

同
条
第
二
号
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
第
五
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
「
受
け
た
修
学
資
金
」
の
下
に
「
及
び
第
八
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
修
学
資
金
に
付
さ
れ
た
利
息
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
修
学
資
金
等
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
と
き
は
、
修
学
資
金
」
を
「
と
き
は
、
修
学
資
金
等
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
	　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
八
条
の
規

定
に
よ
り
修
学
資
金
に
付
さ
れ
た
利
息
の
返
還
の
債
務
（
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
十
条
中
「
期
間
は
、
修
学
資
金
」
を
「
期
間
は
、
修
学
資
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
に

よ
り
修
学
資
金
」
を
「
に
よ
り
修
学
資
金
等
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
と
き
は
、
返
還
す
べ
き
」
の
下
に
「
当
該
修
学
資
金
の
」
を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
す
る
。

　

第
十
七
条
中
「
ま
で
に
」
の
下
に
「
、
貸
与
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
理
由
が

生
じ
た
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
利
息
を
付
し
て
」
を
加
え

る
。

　

第
十
八
条
中
「
受
け
た
研
修
資
金
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
研
修
資
金
に
付

さ
れ
た
利
息
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
研
修
資
金
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
と
き

は
、
研
修
資
金
」
を
「
と
き
は
、
研
修
資
金
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
	　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
り
研
修
資
金
に
付
さ
れ
た
利
息
の
返
還
の
債
務
（
履
行
期
が
到
来
し
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
十
九
条
中
「
期
間
は
、
研
修
資
金
」
を
「
期
間
は
、
研
修
資
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
理
由
に
よ
り
研
修
資
金
」
を
「
理
由
に
よ
り
研
修
資
金
等
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
医
師
修
学
資
金
及
び
医
師
研
修
資
金
貸
与
条
例
の
規
定
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
与
の
契
約
を
す
る
修
学
資
金
及
び
研
修
資
金
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
貸
与
の
契
約
を
し
た
修
学
資
金
及
び
研
修
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び

管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
三
号

　
　
　

	

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置

及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
十
五
条
中
「
授
業
料
」
の
下
に
「
、
入
校
料
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
休
学
」
の
下
に

「
、
経
済
的
困
難
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
十
二
条
中
「
休
学
」
の
下
に
「
、
経
済
的
困
難
」
を
、
「
受
講
料
」
の
下
に
「
、
入
学
料
」
を

加
え
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

2
	　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
規
定
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
に
入
校
す
る
者
か
ら
徴
収
し
た
入
校
料

（
当
該
入
校
を
許
可
し
た
と
き
に
徴
収
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
校

に
入
校
し
た
者
か
ら
徴
収
し
た
入
校
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

3
	　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
の
規
定

は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
に
入
学
す
る
者
か
ら
徴
収
し

た
入
学
料
（
当
該
入
学
を
許
可
し
た
と
き
に
徴
収
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
同
校
に
入
学
し
た
者
か
ら
徴
収
し
た
入
学
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
九
号　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

七

　

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
四
号

　
　
　

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

イ	　

心
身
の
故
障
に
よ
り
土
砂
の
埋
立
て
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
規
則
で

定
め
る
も
の

　

第
九
条
第
一
項
第
一
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
チ
中
「
ホ
」
を
「
へ
」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同

号
リ
と
し
、
同
号
ト
中
「
ホ
」
を
「
へ
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
へ
中
「
ホ
」
を

「
へ
」
に
改
め
、
同
号
へ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ホ
中
「
リ
」
を
「
ヌ
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
へ

と
し
、
同
号
中
ロ
か
ら
ニ
ま
で
を
ハ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

　

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
七
号
中
「
リ
」
を
「
ヌ
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
中
「
ホ
又
は
リ
」
を
「
へ
又
は
ヌ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
へ
」
を
「
ト
」
に
改

め
る
。

　

第
二
十
三
条
中
「
ホ
又
は
リ
」
を
「
へ
又
は
ヌ
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
な
さ
れ
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
取
消
し
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

山
梨
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
五
号

　
　
　

山
梨
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第�

一
条　

山
梨
県
立
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
山
梨
県
立
市
川

　
　

第
二
条
中
「
山
梨
県
立
市
川
高
等
学
校　

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
」
を

山
梨
県
立
青
洲
し
ゅ
う

　

高
等
学
校　

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

高
等
学
校　

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
」

第
二
条　

山
梨
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

	　

第
二
条
中
「
山
梨
県
立
増
穂
商
業
高
等
学
校　

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
」
を
「
山
梨
県
立
増

穂
商
業
高
等
学
校　

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
」
に
、
「
山
梨
県
立
峡
南
高
等
学
校　

山
梨
県

南
巨
摩
郡
身
延
町
」
を
「
山
梨
県
立
峡
南
高
等
学
校　

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

第
一
条
の
規
定
は
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

　

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
六
号

　
　
　

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
項
中
「
受
給
権
者
（
次
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
留
学
を
許
可
さ
れ
た
生
徒
」
を
「
、
留
学
を
許
可
さ
れ
た
生
徒
及
び

受
給
権
者
で
あ
る
生
徒
で
あ
つ
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学

す
る
も
の
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号

　
　
　

	

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
九
号　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

八

条
例

　

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県

条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
見
出
し
中
「
授
業
料
」
を
「
授
業
料
等
」
に
改
め
、
同
条
本
文
中
「
休
学
」
の
下
に
「
、

経
済
的
困
難
」
を
、
「
授
業
料
」
の
下
に
「
又
は
入
学
料
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1
	　

こ
の
条
例
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料

条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
に
入
学
す
る
者
か

ら
徴
収
し
た
入
学
料
（
当
該
入
学
を
許
可
し
た
と
き
に
徴
収
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
同
校
に
入
学
し
た
者
か
ら
徴
収
し
た
入
学
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

　

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
八
号

　
　
　

	

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県

条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
見
出
し
中
「
授
業
料
」
を
「
授
業
料
等
」
に
改
め
、
同
条
本
文
中
「
休
学
」
の
下
に
「
、

経
済
的
困
難
」
を
、
「
授
業
料
」
の
下
に
「
又
は
入
学
料
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1
	　

こ
の
条
例
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
検
定

料
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
に
入
学
す
る

者
か
ら
徴
収
し
た
入
学
料
（
当
該
入
学
を
許
可
し
た
と
き
に
徴
収
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
同
校
に
入
学
し
た
者
か
ら
徴
収
し
た
入
学
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

　

山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号

　
　
　

山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例

（
山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
の
廃
止
）

第
一
条　

山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
審
議
会

　
　

第
二
条
第
一
項
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
審
議
会
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
卸
売
市
場
審
議
会　
　

」

　

改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
山
梨
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1
	　

こ
の
条
例
は
、
卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

2
	　

附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
条
例
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

感
染
症
診
査
協
議
会
の
委
員

別
表
第
一
中

を

感
染
症
診
査
協
議
会
の
委
員

山
梨
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
委
員

　
　

に
改
め
る
。

　

」

「

「

」


